
監査結果公表第２５－１５号 

 

定期監査の結果に対する措置の通知の公表について 

 

 次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第１９９条第１２項及

び八尾市監査委員条例第８条の規定により公表します。 

 

平成２６年３月３１日 

 

八尾市監査委員   田 中   清 

同      八 百 康 子 

同      田 中 裕 子 

同      西 田 尚 美 

 

記 

 

１ 措置の通知 

   平成２０年度定期監査（建築都市部）の結果に対する措置の通知 

    平成２６年３月２４日付け八建都政第８０号 

   平成２１年度定期監査（経済環境部）の結果に対する措置の通知 

    平成２６年３月１９日付け八経産産第１６８号 

   平成２２年度定期監査（教育委員会事務局学校教育部）の結果に対する措置の通知 

    平成２６年３月２０日付け八教生教政第１６３号 

   平成２３年度定期監査（教育委員会事務局生涯学習部）の結果に対する措置の通知 

    平成２６年３月２５日付け八教生教政第１６４号 

平成２３年度定期監査（人権文化ふれあい部）の結果に対する措置の通知 

    平成２６年３月２４日付け八八人第１５３号 

 

 

２ 問合せ先 

   八尾市本町一丁目１番１号 

    八尾市監査事務局 

     電話番号 072－924－3896（直通） 

 

３ その他 

   措置の通知については、市役所３階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。 



平成 21 年度実施経済環境部定期監査の結果に対する措置の内容 

経済環境部環境施設課 

指摘事項 
本通知時までに講じた 

措置又は改善方針等 
H25.2.12 までの取り組み等の内容 

措置 

状況 
１．措置済（平成 25 年 3 月 30 日） 

措置

状況
２．措置予定 

 清協公社では、効率性及び高徴

収率維持のために、口座振替とと

もに集金制度も併用し、市内を地

区割りして、隔月に 2 か月分一括

徴収を行っております。 

清協公社と協議・検討を行い、2ヶ

月一括徴収に基づく納付期限及び

還付についての規定内容の整備

を、平成 25 年 4 月 1日付規則改正

にて行う予定です。 

措置

状況
１．措置済（平成 22 年 4 月 1 日） 

２ し尿汲取手数料に係る

事務について 

 ⑵ 八尾市廃棄物の減量

及び適正処理に関する

条例施行規則では、2ヵ

月一括徴収と規定され

ているが、納付期限及び

還付については規定さ

れていないので規定内

容の整備を図ること。 

   また、市役所窓口以外

でのし尿汲取手数料の

過誤納還付事務は、清協

公社の資金による立て

替えで対象者に還付し

四半期毎に市に請求さ

れているが、還付につい

ては八尾市財務規則に

基づき、支出事務の委託

による事務処理として

清協公社へ還付資金を

交付した上で還付事務

を行うこと。 

 し尿汲取手数料に係る納付期限

及び還付については、平成 25 年 3

月 30 日付で規則改正を行いまし

た。 

 し尿汲取手数料の過誤納還付事

務については、平成 22 年度より支

出事務の委託による事務処理とし

て、清協公社へ還付資金を資金前

渡により交付した上で、清協公社

において還付事務を行い、四半期

ごとに精算を行うことで適切に事

務処理を行っております。 

 


